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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録を行うための複数の記録素子と、
　前記複数の記録素子それぞれに対応し、前記複数の記録素子を駆動する複数の第１の駆
動素子と、
　情報を格納するヒューズＲＯＭと、
　前記ヒューズＲＯＭを駆動する第２の駆動素子と、
　前記複数の記録素子により記録を行うための記録信号と前記複数の記録素子を時分割駆
動するためのブロック選択信号とが入力される入力手段と、
　前記入力手段により入力された記録信号とブロック選択信号とに基づいて、前記複数の
第１の駆動素子を選択的に駆動する選択駆動手段と、
　情報を書込むために前記ヒューズＲＯＭに第１の電圧を印加するための第１のパッドと
、
　前記ヒューズＲＯＭから前記情報を読出すために第２の電圧を印加するための第２のパ
ッドとを有し、
　前記第２の駆動素子を選択駆動して前記ヒューズＲＯＭを動作させるために、前記第２
の駆動素子は前記選択駆動手段に接続され、前記入力手段から入力される信号に基づいて
前記ヒューズＲＯＭが選択的に動作することを特徴とするヘッド基板。
【請求項２】
　前記入力手段は、
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　　記録信号がシリアル入力されるシフトレジスタと、
　　前記シフトレジスタに入力された記録信号をラッチするラッチ回路とを有することを
特徴とする請求項１に記載のヘッド基板。
【請求項３】
　前記選択駆動手段は、
　　前記ラッチ回路からの出力信号の一部である前記ブロック選択信号が入力され、前記
複数の記録素子を時分割駆動するための時分割選択信号を生成するデコーダ回路と、
　　前記時分割選択信号と前記ラッチ回路からの出力信号の一部である前記記録信号との
論理積を演算するＡＮＤ回路を有することを特徴とする請求項２に記載のヘッド基板。
【請求項４】
　前記複数の記録素子に印加する電圧と前記第１の電圧とは実質的に同じ電圧であること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のヘッド基板。
【請求項５】
　前記第１の駆動素子と前記第２の駆動素子とは実質的に同じ耐圧を有する駆動素子であ
ることを特徴とする請求項４に記載のヘッド基板。
【請求項６】
　前記入力手段と前記選択駆動手段を駆動させる電圧と前記第２の電圧とは実質的に同じ
電圧であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のヘッド基板。
【請求項７】
　前記入力手段には、前記ヒューズＲＯＭを動作させることを選択するヒューズＲＯＭ選
択信号が入力されることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のヘッド基板
。
【請求項８】
　前記ＡＮＤ回路には、さらに、前記複数の第１の駆動素子及び第２の駆動素子を駆動す
るためのイネーブル信号が入力されることを特徴とする請求項３に記載のヘッド基板。
【請求項９】
　前記複数の第１の駆動素子を駆動するために備えられた前記ＡＮＤ回路には、さらに、
イネーブル信号が入力されることを特徴とする請求項３に記載のヘッド基板。
【請求項１０】
　前記第２の駆動素子を駆動するために備えられた前記ＡＮＤ回路には、さらに、前記ラ
ッチ回路のラッチ動作を指示するラッチ信号が入力されることを特徴とする請求項９に記
載のヘッド基板。
【請求項１１】
　前記第１のパッドと前記第２のパッドとの間に接続される、前記ヒューズＲＯＭの抵抗
値に対して十分に大きい抵抗値をもつ抵抗をさらに有することを特徴とする請求項１乃至
１０のいずれか１項に記載のヘッド基板。
【請求項１２】
　前記複数の記録素子は電気熱変換素子であり、
　前記電気熱変換素子に通電することにより熱を発生し、該発生した熱を利用してインク
を吐出させることにより記録を行うことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に
記載のヘッド基板。
【請求項１３】
　前記インクを外部から導入するための矩形のインク供給口をさらに有し、
　前記インク供給口に沿って、前記複数の記録素子及び前記複数の第１の駆動素子が配列
され、
　前記インク供給口に対して、前記配列された複数の記録素子の列より離れた位置に前記
複数の第１の駆動素子が配列され、
　前記配列された第１の駆動素子の列の、少なくともいずれかの端に前記第２の駆動素子
が配置されることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のヘッド基板。
【請求項１４】
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　前記複数の記録素子及び前記複数の第１の駆動素子の列が、前記インク供給口の両側に
配列されることを特徴とする請求項１３に記載のヘッド基板。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか１項に記載のヘッド基板を用いた記録ヘッド。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の記録ヘッドと、該記録ヘッドに供給するためのインクを収容するイ
ンクタンクとを有したヘッドカートリッジ。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の記録ヘッド、或いは請求項１６に記載のヘッドカートリッジを用い
て記録を行う記録装置。
【請求項１８】
　前記ヒューズＲＯＭに情報を書込むために前記第１の電圧を前記第１のパッドに印加す
る書込み手段と、
　前記ヒューズＲＯＭから情報を読出すために前記第２の電圧を前記第２のパッドに印加
する読出し手段と、
　ヒューズＲＯＭ選択信号を送信することにより、前記ヒューズＲＯＭへの情報の書込み
或いは読出しと、通常の記録動作とを切り換える切換手段とをさらに有することを特徴と
する請求項１７に記載の記録装置。
【請求項１９】
　請求項１乃至１４のいずれか１項に記載のヘッド基板への情報入出力方法であって、
　前記ヘッド基板にヒューズＲＯＭ選択信号を送信して、前記ヒューズＲＯＭに対する情
報の入出力動作と、通常の記録動作とを切り換える切換工程と、
　前記第１の電圧を前記第１のパッドに印加し、前記ヒューズＲＯＭに情報を書込む書込
み工程と、
　前記第２の電圧を前記第２のパッドに印加し、前記ヒューズＲＯＭから情報を読出す読
出し工程とを有することを特徴とする情報入出力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はヘッド基板、記録ヘッド、ヘッドカートリッジ、記録装置、及び情報入出力方
法に関し、特に、例えば、情報保持と読出しのためにヒューズＲＯＭを備えたヘッド基板
、そのヘッド基板を用いた記録ヘッド、或いはヘッドカートリッジ、その記録ヘッド或い
はヘッドカートリッジを用いた記録装置、及び、そのヘッド基板に対して情報の入出力を
行うための情報入出力方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近のインクジェット記録装置（以下、記録装置）に搭載するインクジェット記録ヘッ
ド（以下、記録ヘッド）には、記録ヘッド自身のＩＤ（Identity）コードやインク吐出機
構の駆動特性といったヘッド固有の情報（個別情報）を読み出して自在にデータ保持させ
るために、その記録ヘッドに実装されるヘッド基板にＲＯＭ（Read Only Memory）を搭載
することが提案されている。
【０００３】
　特に、記録装置本体に対して着脱可能な記録ヘッドを用いる構成の場合に、この手法は
その記録ヘッド固有の情報を取得する点で非常に有効である。また、特許文献１には、記
録ヘッドにＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable ROM）を搭載することが
開示されている。
【０００４】
　これに加えて、ヘッド基板のベース基体に、インク吐出機構などの層膜とともにヘッド
固有の情報を示す抵抗を形成する手法も知られている。この手法は、記録ヘッド内に保持
すべき情報量が比較的少ない場合に有効である。この手法によっても、ベース基体に形成
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された抵抗の値を記録装置が読み込むことで、記録ヘッドの固有情報を得ることができ、
記録装置は、その情報に基づいたインク吐出のための最適な駆動を行うことができる。
【０００５】
　また、特許文献２には、ヘッド基板を製造するためのベース基板に、インク吐出機構な
どの層膜を形成するときに、ＲＯＭとなるヒューズ（以下、ヒューズＲＯＭ）を同時に形
成することが開示されている。このヒューズＲＯＭを同時に形成したロジック回路の制御
により選択的に溶断すれば、その溶断の有無により、二値データをそのヒューズＲＯＭに
書き込み保持させることができる。
【０００６】
　上述のようなヘッド基板を実装した記録ヘッドは、ヘッド固有の情報を保持させながら
も構造の簡略化、生産性の向上、コストの削減、小型軽量化を実現することができる。
【特許文献１】特開平３－１２６５６０号公報
【特許文献２】特許第３４２８６８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら上記従来例で説明した個別情報を記憶可能な記録ヘッドには、以下のよう
な解決すべき課題がある。
【０００８】
　記憶すべきデータの容量が多い場合、ヘッド基板とは別に例えばＥＥＰＲＯＭなどのＲ
ＯＭチップを搭載する構成を用いることは有用であるが、記録ヘッドのコストアップは避
けられない。特に、記憶データが大容量でない場合には、近年の記録装置の低価格化を考
慮すると、そのような構成は、製品としての価格競争力が得られない。さらに、記録ヘッ
ドの生産性の向上や小型軽量化の点からも不利である。
【０００９】
　記憶データの容量が大きくない場合には、記憶素子をヘッド基板上に配置する方が望ま
しいので、比較的小容量のＥＥＰＲＯＭ等を既に提案されているヘッド基板上に配置する
と構成も考えられるが、その基板形成のプロセス工程が増加することになり、ヘッド基板
全体のコストが増加するため、別にＲＯＭチップを搭載する構成と同様にコストの低減を
実現できない。
【００１０】
　記憶データの容量が大きくない場合には、基板形成のプロセス工程を増加させずに情報
を記憶する手段として電気熱変換素子である発熱素子膜、或いはロジック回路のゲート配
線に用いているＰＯＬＹ配線をヒューズＲＯＭとして配置すると共にロジック回路には従
来の製造プロセスを流用する方法がある。この方法の場合、個々の基板となる前のウエハ
製造のコストは従来と変わらないためコストを抑えてヒューズＲＯＭをヘッド基板に搭載
することが可能である。
【００１１】
　しかしながら、高品位な記録画像を実現する為にヘッド基板内の回路は既に高密度にな
っており、そのヘッド基板に新たにヒューズＲＯＭを搭載することは、そのヒューズＲＯ
Ｍの選択的な溶断や読み取りが（例えば、電気熱変換素子にエネルギーを印加して損傷を
与えるなど）他の回路の機能を損なうことのないようにする必要がある。また、他の回路
の動作によって誤ってヒューズＲＯＭを切断したりしないように、ヒューズＲＯＭの配置
が十分に考慮される必要もある。例えば、ヒューズＲＯＭの上下や近傍にはそのヒューズ
ＲＯＭの破断によって機能が損なわれる可能性があるため、他の回路を置くことはできな
い。これはヘッド基板の面積を大きくしなければならない要因となり、ヘッド基板のレイ
アウト設計に大きな問題を与えるものとなる。
【００１２】
　そして、これは、ヘッド基板の生産コストの低減が困難であると共に、その開発期間や
安全性信頼性の確認のために時間が長くなってしまうことを意味する。
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【００１３】
　さらに、複数置かれるヒューズＲＯＭの溶断や、読み取りを行うためにはヒューズＲＯ
Ｍを選択する手段が必要となる。ヒューズＲＯＭに接続される配線をヘッド基板の外部と
接続して、信号を外部に取り出す場合には、ヘッド基板上には外部配線と接続する為にヒ
ューズの数だけ電極パッドが必要となる。記録ヘッドの製造組立後のヒューズＲＯＭに情
報を記憶させる必要があるデータの容量は多くないと言っても、数１０ビット分必要とな
る。このような情報を入出力するパッドをヘッド基板上に確保するためには、相当のスペ
ースが必要となり、ヘッド基板が大型化する要因となる。また、パッド数に対応してヘッ
ド基板外の配線も増えてしまう。
【００１４】
　この配線を減らす為に、ヒューズを選択的に駆動することも考えられる。しかしながら
、この方法ではヘッド基板内部にヒューズを溶断できる駆動能力を持った駆動素子トラン
ジスタや、ヒューズを選択する為に用いられるシフトレジスタなどロジック回路やその回
路に伴う配線を追加することが必要となり、結局のところ、ヘッド基板に新たなスペース
が必要になる。
【００１５】
　図２３は従来のヘッド基板のレイアウト図である。
【００１６】
　さらに、情報を確実に記憶する、即ち、確実にヒューズを溶断すると共に、その記憶情
報を確実に読み出すためには、ヒューズにかけるエネルギーに情報を記憶するための溶断
と読み出しとで大きく差をつける必要がある。そのために、溶断と読み出しを行うために
に夫々別の回路が必要となり、さらにスペースが必要となる。これもヘッド基板の大型化
の要因となる。
【００１７】
　また、従来のヘッド基板の多くが、その基板の裏から表にむけてインクを供給する大き
なインク供給口を持っている。このため、電気熱変換素子やその電気熱変換素子を選択す
る駆動回路や配線は、インク供給口を避けてヘッド基板上に配置されなければならず配置
上の困難性が伴う。このようなヘッド基板に対して、ヒューズおよびその回路をインク供
給口を有するヘッド基板に搭載する場合にはさらに困難性を有する。
【００１８】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、ヘッド基板サイズをあまり増大さ
せることなく、安全性と信頼性の高い、例えば、ヒューズＲＯＭのような記憶素子を備え
たヘッド基板、そのヘッド基板を用いた記録ヘッド、その記録ヘッドを用いたヘッドカー
トリッジ、その記録ヘッド或いはヘッドカートリッジを用いた記録装置、及び情報入出力
方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するために本発明のヘッド基板は、以下のような構成からなる。
【００２０】
　即ち、記録を行うための複数の記録素子と、前記複数の記録素子それぞれに対応し、前
記複数の記録素子を駆動する複数の第１の駆動素子と、情報を格納するヒューズＲＯＭと
、前記ヒューズＲＯＭを駆動する第２の駆動素子と、前記複数の記録素子により記録を行
うための記録信号と前記複数の記録素子を時分割駆動するためのブロック選択信号とが入
力される入力手段と、前記入力手段により入力された記録信号とブロック選択信号とに基
づいて、前記複数の第１の駆動素子を選択的に駆動する選択駆動手段と、情報を書込むた
めに前記ヒューズＲＯＭに第１の電圧を印加するための第１のパッドと、前記ヒューズＲ
ＯＭから前記情報を読出すために第２の電圧を印加するための第２のパッドとを有し、前
記第２の駆動素子を選択駆動して前記ヒューズＲＯＭを動作させるために、前記第２の駆
動素子は前記選択駆動手段に接続され、前記入力手段から入力される信号に基づいて前記
ヒューズＲＯＭが選択的に動作することを特徴とする。
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【００２１】
　ここで、前記入力手段は、記録信号がシリアル入力されるシフトレジスタと、前記シフ
トレジスタに入力された記録信号をラッチするラッチ回路とを有することが望ましく、一
方、前記選択駆動手段は、前記ラッチ回路からの出力信号の一部である前記ブロック選択
信号が入力され、前記複数の記録素子を時分割駆動するための時分割選択信号を生成する
デコーダ回路と、前記時分割選択信号と前記ラッチ回路からの出力信号の一部である前記
記録信号との論理積を演算するＡＮＤ回路を有することが望ましい。
【００２２】
　なお、前記複数の記録素子に印加する電圧と第１の電圧とは実質的に同じ電圧、例えば
、２４Ｖであることが望ましく、この場合、第１の駆動素子と第２の駆動素子とは実質的
に同じ程度の耐圧を有する駆動素子であることが望ましい。一方、前記入力手段と前記選
択駆動回路を駆動させる電圧と第２の電圧とは実質的に同じ電圧、例えば、３．３Ｖであ
ることが望ましい。
【００２３】
　また、前記入力手段はヒューズＲＯＭを動作させることを選択するヒューズＲＯＭ選択
信号を入力することが望ましい。
【００２４】
　さて、ヘッド基板に備えられた回路の信頼性や安全性を高めるために、以下のような態
様が考えられる。
（１）ＡＮＤ回路は、さらに、複数の第１の駆動素子及び第２の駆動素子に通電駆動する
ためのイネーブル信号を入力する構成を用いる。
（２）複数の第１の駆動素子を通電駆動するために備えられたＡＮＤ回路だけ、さらに、
イネーブル信号を入力する構成を用いる。
（３）（２）の構成に加えて、第２の駆動素子を駆動するために備えられたＡＮＤ回路は
、さらに、ラッチ回路のラッチ動作を指示するラッチ信号を入力する構成を用いる。
【００２５】
　さらに、ヒューズＲＯＭが切断されていない場合にローレベル（Ｌ）出力がでるように
第１のパッドと第２のパッドとの間に接続される抵抗には、ヒューズＲＯＭの抵抗値に対
して十分に大きい抵抗値をもつようにする。
【００２６】
　上記のヘッド基板において、複数の記録素子は電気熱変換素子であり、その電気熱変換
素子に通電することにより熱を発生し、その発生した熱を利用してインクを吐出させるこ
とにより記録を行うように構成することが望ましく、この場合、さらに、そのインクを外
部から導入するための矩形のインク供給口を備えることが望ましい。そして、このような
構成において、そのインク供給口に沿って、複数の記録素子及び前記複数の第１の駆動素
子が配列され、前記インク供給口に対して、その配列された複数の記録素子の列より離れ
た位置に前記複数の第１の駆動素子が配列され、その配列された第１の駆動素子の列の、
少なくともいずれかの端に第２の駆動素子が配置されるようにレイアウト構成がなされる
ことが望ましい。また、前記複数の記録素子及び前記複数の第１の駆動素子の列が、前記
インク供給口の両側に配列されることが望ましい。
【００２７】
　また他の発明によれば、上記構成のヘッド基板を用いた記録ヘッドを備える。
【００２８】
　さらに他の発明によれば、上記記録ヘッドと、その記録ヘッドに供給するためのインク
を収容するインクタンクとを有したヘッドカートリッジを備える。
【００２９】
　またさらに他の発明によれば、上記構成の記録ヘッド或いはヘッドカートリッジを用い
て記録を行う記録装置を備える。
【００３０】
　そして、その記録装置には、前記ヒューズＲＯＭに情報を書込むために前記第１の電圧
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を前記第１のパッドに印加する書込み手段と、前記ヒューズＲＯＭから情報を読出すため
に前記第２の電圧を前記第２のパッドに印加する読出し手段と、ヒューズＲＯＭ選択信号
を送信することにより、前記ヒューズＲＯＭへの情報の書込み或いは読出しと、通常の記
録動作とを切り換える切換手段とを備えると良い。
【００３１】
　またさらに他の発明によれば、上記構成のヘッド基板への情報入出力方法であって、前
記ヘッド基板にヒューズＲＯＭ選択信号を送信して、前記ヒューズＲＯＭに対する情報の
入出力動作と、通常の記録動作とを切り換える切換工程と、前記第１の電圧を前記第１の
パッドに印加し、前記ヒューズＲＯＭに情報を書込む書込み工程と、前記第２の電圧を前
記第２のパッドに印加して、前記ヒューズＲＯＭから情報を読出す読出し工程とを有する
ことを特徴とする情報入出力方法を備える。
【発明の効果】
【００３２】
　従って本発明によれば、ヒューズＲＯＭの動作に本来は記録用の入力手段や選択駆動回
路を用いることができるので、回路の共用化が図られ、ヒューズＲＯＭの動作のために余
分な回路構成を付け加える必要がないので、ヘッド基板サイズが大型化しないという効果
がある。また、記録用の入力手段や選択駆動回路は高い安全性や信頼性をもって設計され
ているので、これらを共用することで、ヒューズＲＯＭの動作にも高い安全性や信頼性が
確保されるという効果もある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下添付図面を参照して本発明の好適な実施例について、さらに具体的かつ詳細に説明
する。
【００３４】
　なお、この明細書において、「記録」（「プリント」という場合もある）とは、文字、
図形等有意の情報を形成する場合のみならず、有意無意を問わず、また人間が視覚で知覚
し得るように顕在化したものであるか否かを問わず、広く記録媒体上に画像、模様、パタ
ーン等を形成する、または媒体の加工を行う場合も表すものとする。
【００３５】
　また、「記録媒体」とは、一般的な記録装置で用いられる紙のみならず、広く、布、プ
ラスチック・フィルム、金属板、ガラス、セラミックス、木材、皮革等、インクを受容可
能なものも表すものとする。
【００３６】
　さらに、「インク」（「液体」と言う場合もある）とは、上記「記録（プリント）」の
定義と同様広く解釈されるべきもので、記録媒体上に付与されることによって、画像、模
様、パターン等の形成または記録媒体の加工、或いはインクの処理（例えば記録媒体に付
与されるインク中の色剤の凝固または不溶化）に供され得る液体を表すものとする。
【００３７】
　またさらに、「ノズル」とは、特にことわらない限り吐出口ないしこれに連通する液路
およびインク吐出に利用されるエネルギーを発生する素子を総括して言うものとする。
【００３８】
　以下に用いる記録ヘッド用基板（ヘッド基板）とは、シリコン半導体からなる単なる基
体を指し示すものではなく、各素子や配線等が設けられた構成を指し示すものである。
【００３９】
　さらに、基板上とは、単に素子基板の上を指し示すだけでなく、素子基板の表面、表面
近傍の素子基板内部側をも示すものである。また、本発明でいう「作り込み（built-in）
」とは、別体の各素子を単に基体表面上に別体として配置することを指し示している言葉
ではなく、各素子を半導体回路の製造工程等によって素子板上に一体的に形成、製造する
ことを示すものである。
【００４０】
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　＜記録装置の基本構成（図１～図２）＞
　図１は、本発明のインクジェット記録ヘッドもしくはインクジェット記録ヘッドカート
リッジ（以下、記録ヘッドもしくは記録ヘッドカートリッジ）を搭載可能な記録装置の一
例を示す説明図である。
【００４１】
　図１に示すように、この記録装置は、以下に示す記録カートリッジヘッドＨ１０００お
よび記録ヘッドカートリッジＨ１００１が位置決めされて交換可能に搭載されるキャリッ
ジ１０２を有する。キャリッジ１０２には、記録ヘッドカートリッジＨ１０００およびＨ
１００１上の外部信号入力端子を介して各吐出部に駆動信号等を伝達するための電気接続
部が設けられている。
【００４２】
　キャリッジ１０２は、主走査方向に延在して装置本体に設置されたガイドシャフト１０
３に沿って往復移動可能に支持されている。そして、キャリッジ１０２は、キャリッジモ
ータ１０４によりモータプーリ１０５、従動プーリ１０６およびタイミングベルト１０７
等の駆動機構を介して駆動されるとともに、その位置および移動が制御される。また、キ
ャリッジ１０２にはホームポジションセンサ１３０が設けられている。キャリッジ１０２
上のホームポジションセンサ１３０が遮蔽板１３６の位置を通過した際に、ホームポジシ
ョンとなる位置が検出される。
【００４３】
　記録媒体１０８は、給紙モータ１３５がギアを介してピックアップローラ１３１を回転
させることにより、記録媒体１０８がオートシートフィーダ（ＡＳＦ）１３２から一枚ず
つ分離給紙される。さらに、記録媒体１０８は、搬送ローラ１０９の回転により、記録ヘ
ッドカートリッジＨ１０００及びＨ１００１の吐出口面と対向する位置（プリント部）を
通って搬送される。この搬送方向を副走査方向という搬送モータ１３４による駆動は、ギ
アを介して搬送ローラ１０９に伝達される。給紙されたかどうかの判定と給紙時の頭出し
位置の確定は、記録媒体１０８がペーパエンドセンサ１３３を通過した時点で行われる。
ペーパエンドセンサ１３３は、記録媒体１０８の後端が実際にどこに有り、実際の後端か
ら現在の記録位置を最終的に割り出すためにも使用される。
【００４４】
　なお、記録媒体１０８は、プリント部において平坦なプリント面を形成するように、そ
の裏面がプラテン（不図示）により支持される。この場合、キャリッジ１０２に搭載され
た記録ヘッドカートリッジＨ１０００及びＨ１００１は、それらの吐出口面がキャリッジ
１０２から下方へ突出して２組の搬送ローラ対の間で記録媒体１０８と平行になるように
保持されている。
【００４５】
　記録ヘッドカートリッジＨ１０００およびＨ１００１は、各吐出部における吐出口の並
び方向がキャリッジ１０２の走査方向（主走査方向）に対して交差する方向になるように
キャリッジ１０２に搭載され、これらの吐出口列から液体を吐出して記録を行う。
【００４６】
　また、記録ヘッドカートリッジＨ１００１と全く同じ構成で、内部のインクがライトマ
ゼンタ、ライトシアン、ブラックで構成されたカートリッジ記録ヘッドを記録ヘッドカー
トリッジＨ１０００と交換して使うことで高画質フォトプリンタとして使用することも可
能である。
【００４７】
　次に、上述した記録装置の記録制御を実行するための制御構成について説明する。
【００４８】
　図２は記録装置の制御回路の構成を示すブロック図である。
【００４９】
　図２において、１７００は記録信号を入力するインタフェース、１７０１はＭＰＵ、１
７０２はＭＰＵ１７０１が実行する制御プログラムを格納するＲＯＭ、１７０３は各種デ
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ータ（上記記録信号や記録ヘッドカートリッジに供給される記録データ等）を保存してお
くＤＲＡＭである。１７０４は記録ヘッドカートリッジＨ１０００及びＨ１００１に対す
る記録データの供給制御を行うゲートアレイ（Ｇ．Ａ．）であり、インタフェース１７０
０、ＭＰＵ１７０１、ＲＡＭ１７０３間のデータ転送制御も行う。
【００５０】
　さらに、１７０６は搬送モータ１３４を駆動するためのモータドライバ、１７０７はキ
ャリッジモータ１０４を駆動するためのモータドライバである。
【００５１】
　上記制御構成の動作を説明すると、インタフェース１７００に記録信号が入るとゲート
アレイ１７０４とＭＰＵ１７０１との間で記録信号がプリント用の記録データに変換され
る。そして、モータドライバ１７０６、１７０７が駆動されると共に、キャリッジ１０２
に送られた記録データに従って記録ヘッドカートリッジＨ１０００、及びＨ１００１が駆
動され、記録媒体１０６上への画像記録が行われる。
【００５２】
　なお、記録ヘッドカートリッジＨ１０００及びＨ１００１の記録素子部を駆動するに際
して、最適な駆動を行なうために、後述するヘッド基板のヒューズＲＯＭに保持されてい
る特性情報が参照され、各記録素子の駆動形態が決定される。
【００５３】
　＜記録ヘッドの構成（図３～図８）＞
　図３は記録ヘッドカートリッジＨ１０００の構造を示す斜視図であり、図６は記録ヘッ
ドカートリッジＨ１００１の構造を示す斜視図である。
【００５４】
　図３及び図６に示されているように、この実施例の記録装置が搭載する記録ヘッドカー
トリッジは、インクタンク一体型のものであって、図３（ａ）と（ｂ）に示すような、ブ
ラックインクが充填された記録ヘッドカートリッジＨ１０００と、図６（ａ）と（ｂ）に
示すような、カラーインク（シアンインク、マゼンタインク、イエロインク）が充填され
た記録ヘッドカートリッジＨ１００１とである。記録ヘッドカートリッジＨ１０００、Ｈ
１００１は、記録装置のキャリッジ１０２に、位置決め手段および電気的接点によって固
定支持されるとともに、キャリッジ１０２に対して着脱可能となっている。充填されてい
るインクが消費されてなくなった場合は、記録ヘッドカートリッジを交換することができ
る。
【００５５】
　以下、記録ヘッドカートリッジＨ１０００、Ｈ１００１それぞれの構成要素を詳細に説
明する。
【００５６】
　記録ヘッドカートリッジＨ１０００及び記録ヘッドカートリッジＨ１００１は、いずれ
も電気信号に応じて膜沸騰をインクに対して生じさせるための熱エネルギーを生成する電
気熱変換体を備えた記録ヘッドであって、電気熱変換体とインク吐出口とが対向するよう
に配置された、いわゆるサイドシュータ型の記録ヘッドを備えている。
【００５７】
　［記録ヘッドカートリッジＨ１０００］
　図４は、記録ヘッドカートリッジＨ１０００の分解斜視図である。記録ヘッドカートリ
ッジＨ１０００は、記録ヘッドＨ１１００、電気配線テープＨ１３００、インク供給保持
部材Ｈ１５００、フィルタＨ１７００、インク吸収体Ｈ１６００、蓋部材Ｈ１９００、お
よびシール部材Ｈ１８００から構成されている。
【００５８】
　・記録ヘッドＨ１１００
　図５は、記録ヘッドＨ１１００の構成を説明するための部分破断斜視図である。記録ヘ
ッドＨ１１００は、例えば、厚さ０．５ｍｍ～１ｍｍのＳｉ基板に、インクをその基板の
裏面から流すための貫通口であるインク供給口Ｈ１１０２を形成したヘッド基板Ｈ１１１
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０を有している。
【００５９】
　ヘッド基板Ｈ１１１０には、インク供給口Ｈ１１０２を挟んでその両側に、このインク
供給口に沿って電気熱変換素子Ｈ１１０３が配列されており（この実施例ではインク供給
口の両側に１列ずつ並べて配置している）、さらに電気熱変換素子Ｈ１１０３に電力を供
給するアルミニウム（Ａｌ）などで構成される電気配線（不図示）がインク供給口Ｈ１１
０２から所定の距離を離して並設されている。これら電気熱変換素子Ｈ１１０３と電気配
線は、既存の成膜技術を利用して形成することができる。この実施例における各列の電気
熱変換素子Ｈ１１０３は、インク供給口を挟んだ互いの素子が千鳥状になるように配列さ
れている。即ち、各列の吐出口Ｈ１１０７の位置が、その列方向に直交する方向に並ばな
いように、少しずれて配置されている。
【００６０】
　なお、このような千鳥状配置にしたもの以外の構成も本発明に含まれることは言うまで
もない。
【００６１】
　また、ヘッド基板Ｈ１１１０には、電気配線に電力を供給したり、電気熱変換素子Ｈ１
１０３を駆動するための電気信号を供給したりするための電極部（接続端子）Ｈ１１０４
が、電気熱変換素子Ｈ１１０３の列の両端に位置する側の辺部に沿って配列されており、
それぞれの電極部Ｈ１１０４はＡｕなどからなるバンプＨ１１０５が形成されていても良
い。
【００６２】
　また、配線および電気熱変換素子Ｈ１１０３などで構成される記憶素子のパターンが形
成されたヘッド基板Ｈ１１１０の面上には、電気熱変換素子Ｈ１１０３に対応してインク
流路を構成する樹脂材料からなる構造体がフォトリソグラフィー技術によって形成されて
いる。この構造体は、各インク流路を区切るインク流路壁Ｈ１１０６とその上方を覆う天
井部とを有し、天井部には吐出口Ｈ１１０７が開口されている。吐出口１１０７は、電気
熱変換素子Ｈ１１０３のそれぞれに対向して設けられており、これにより吐出口群Ｈ１１
０８を形成している。
【００６３】
　上記のように構成された記録ヘッドＨ１１００において、インク流路Ｈ１１０２から供
給されたインクは、各電気熱変換素子Ｈ１１０３の発熱によって発生した気泡の圧力によ
って、各電気熱変換素子Ｈ１１０３に対向する吐出口１１０７から吐出される。
【００６４】
　・電気配線テープＨ１３００
　電気配線テープＨ１３００は、記録ヘッドＨ１１００に対してインクを吐出するための
電気信号を印加する電気信号経路を形成するもので、記録ヘッドＨ１１００を組み込むた
めに開口部Ｈ１３０３が形成され、さらに、記録装置からの電気信号を受け取るための外
部信号入力端子Ｈ１３０２が形成されており、外部信号入力端子Ｈ１３０２と電極端子Ｈ
１３０４が連続した銅箔の配線パターンでつながれている。
【００６５】
　例えば、記録ヘッドＨ１１００の電極部Ｈ１１０４に形成されたバンプＨ１１０５と、
記録ヘッドＨ１１００の電極部Ｈ１１０４に対応する電気配線テープＨ１３００の電極端
子Ｈ１３０４とが接合されることで、電気配線テープＨ１３００と記録ヘッドＨ１１００
の電気的接続がなされている。
【００６６】
　・インク供給保持部材Ｈ１５００
　図４に示すように、インク供給保持部材Ｈ１５００は、内部にインクを保持し負圧を発
生するための吸収体Ｈ１６００を有することでインクタンクの機能を、記録ヘッドＨ１１
００にそのインクを導くためのインク流路を形成することでインク供給の機能をそれぞれ
実現している。
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【００６７】
　また、記録ヘッドＨ１１００にブラックのインクを供給するためのインク供給口Ｈ１２
００が形成されており、記録ヘッドＨ１１００のインク供給口１１０２（図５参照）がイ
ンク供給保持部材Ｈ１５００のインク供給口Ｈ１２００に連通するよう、記録ヘッドＨ１
１００がインク供給保持部材Ｈ１５００に対して位置精度良く接着固定されている。
【００６８】
　・蓋部材Ｈ１９００
　蓋部材Ｈ１９００には、インク供給保持部材Ｈ１５００内部の圧力変動を逃がすための
細口Ｈ１９１０とそれに連通した微細溝Ｈ１９２０が設けられている。細口Ｈ１９１０と
微細溝Ｈ１９２０のほとんどをシール部材Ｈ１８００で覆い、微細溝Ｈ１９２０の一端部
を開口することで、大気連通口Ｈ１９２４（図３参照）を形成している。また、蓋部材Ｈ
１９００は、記録ヘッドＨ１０００を記録装置に固定するための係合部Ｈ１９３０を有し
ている。
【００６９】
　［記録ヘッドカートリッジＨ１００１］
　図７は記録ヘッドカートリッジＨ１００１の分解斜視図である。記録ヘッドカートリッ
ジＨ１００１はシアン、マゼンタ、イエロの３色のインクを吐出させるためのもので、図
７に示すように、記録ヘッドＨ１１０１、電気配線テープＨ１３０１、インク供給保持部
材Ｈ１５０１、フィルタＨ１７０１、Ｈ１７０２、Ｈ１７０３、インク吸収体Ｈ１６０１
、Ｈ１６０２、Ｈ１６０３、蓋部材Ｈ１９０１、およびシール部材Ｈ１８０１から構成さ
れている。
【００７０】
　・記録ヘッドＨ１１０１
　図８はヘッド基板Ｈ１１０１の構成を説明するための部分破断斜視図である。記録ヘッ
ドＨ１１０１は、シアン、マゼンタ、イエロ用の３個のインク供給口Ｈ１１０２が並列し
て形成されている点が記録ヘッドＨ１１００と大きく異なる。それぞれのインク供給口Ｈ
１１０２を挟んでその両側に電気熱変換素子Ｈ１１０３と吐出口Ｈ１１０７とが一列に千
鳥状に並んで配置されている。ヘッド基板Ｈ１１１０ａ上には、記録ヘッドＨ１１００に
おけるヘッド基板Ｈ１１１０同様に、電気配線、ヒューズＲＯＭ、抵抗、電極部などが形
成されている。さらに、ヘッド基板Ｈ１１１０ａ上には、フォトリソグラフィ技術によっ
て、樹脂材料よりなるインク流路壁Ｈ１１０６や吐出口Ｈ１１０７が形成されている。電
気配線に電力を供給するための電極部Ｈ１１０４には、Ａｕ等のバンプＨ１１０５が形成
されている。
【００７１】
　なお、この実施例ではインク吐出口が千鳥状に配置されているが、インク供給口を挟ん
でインク吐出口が対向配置されていても良い。
【００７２】
　・電気配線テープＨ１３０１
　電気配線テープＨ１３０１は基本的には電気配線テープＨ１３００と同様の構成なので
その説明は省略する。
【００７３】
　・インク供給保持部材Ｈ１５０１
　インク供給保持部材Ｈ１５０１は基本的にはインク供給保持部材Ｈ１５００と同様の構
成と機能を備えるので説明は省略するが、インク供給保持部材Ｈ１５０１は３色のインク
を保持するために、３つの独立した空間を備え、それらにインク吸収体Ｈ１６０１、Ｈ１
６０２、Ｈ１６０３を収容している。また、インク供給保持部材Ｈ１５０１の底部に設け
られた３つのインク供給口Ｈ１２０１は組立て後インク供給口Ｈ１１０２（図８参照）に
連通する。
【００７４】
　・蓋部材Ｈ１９０１
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　蓋部材Ｈ１９０１は、蓋部材Ｈ１９００と同様の構成をもっているが、インク供給保持
部材Ｈ１５０１内部の各空間の圧力変動を逃がすための細口Ｈ１９１１、Ｈ１９１２、Ｈ
１９１３と、これらにそれぞれ連通した微細溝Ｈ１９２１、Ｈ１９２２、Ｈ１９２３を有
している。
【００７５】
　次に、上述した記録ヘッドのインクジェット記録装置への装着について具体的に説明す
る。
【００７６】
　図３及び図６に示したように、記録ヘッドカートリッジＨ１０００及び記録ヘッドカー
トリッジＨ１００１は、記録装置のキャリッジ１０２の装着位置に案内するための装着ガ
イドＨ１５６０、ヘッドセットレバーによりキャリッジに装着固定するための係合部Ｈ１
９３０、およびキャリッジの所定の装着位置に位置決めするためのＸ方向（主走査方向）
の突き当て部Ｈ１５７０、Ｙ方向（副走査方向）の突き当て部Ｈ１５８０、Ｚ方向（イン
ク吐出方向）の突き当て部Ｈ１５９０を備えている。これら突き当て部により位置決めさ
れることで、電気配線テープＨ１３００およびＨ１３０１上の外部信号入力端子Ｈ１３０
２とキャリッジ内に設けられた電気接続部のコンタクトピンとの正確な電気的接触が可能
となっている。
【００７７】
　＜コンタクトパッドの構成（図９～図１０）＞
　・記録ヘッドカートリッジＨ１００１の場合
　図９は記録ヘッドカートリッジＨ１００１の電気配線テープＨ１３０１の外部信号入力
端子部を拡大した図である。図９を参照すると、電気配線テープＨ１３０１には３２個の
外部信号入力端子Ｈ１３０２が設けられている。これら外部信号入力端子Ｈ１３０２のう
ち、ＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａは６個で、その位置は外部信号入力端子Ｈ１３０
２が設けられた部分のほぼ中央部である。これらＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａは、
図８に示した記録ヘッドＨ１１０１の３つのインク供給口Ｈ１１０２それぞれの両端に存
在する電極パッドＨ１１０４の一部に各々接続されている。
【００７８】
　ＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａの列に沿って、その一方の側（図９上で上部に位置
する側）に隣接して、６個のＶＨコンタクトパッドＨ１３０２ｃが配列されている。これ
らＶＨコンタクトパッドＨ１３０２ｃは、図８に示した記録ヘッドＨ１１０１の両端の電
極パッドＨ１１０４の一部に接続されている。
【００７９】
　ＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａの列に沿って、その他方の側（図９上で下部に位置
する側）には、６個のＧＮＤＨコンタクトパッドＨ１３０２ｄが配列されている。これら
ＧＮＤＨコンタクトパッドＨ１３０２ｄは、図８に示した記録ヘッドＨ１１０１の両端の
電極部Ｈ１１０４の一部に接続されている。
【００８０】
　なお、ＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａ、ＶＨコンタクトパッドＨ１３０２ｃおよび
ＧＮＤＨコンタクトパッドＨ１３０２ｄを除く残りの外部信号入力端子Ｈ１３０２は、ト
ランジスタ電源供給用や制御信号等、その他の信号用に使用される。
【００８１】
　記録ヘッドカートリッジＨ１００１の場合、相対的に静電気に弱いＩＤコンタクトパッ
ドＨ１３０２ａが外部信号入力端子Ｈ１３０２のほぼ中央部に位置している。この配置は
、使用者が記録ヘッドカートリッジＨ１００１を手にした場合、ＩＤコンタクトパッドＨ
１３０２ａに触れ難い位置である。使用者は、基本的には、外部信号入力端子Ｈ１３０２
に触れないように意識して記録ヘッドを持つことから、中央に位置するパッドほど触れ難
いことになる。
【００８２】
　加えて、ＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａは、ＶＨコンタクトパッドＨ１３０２ｃ及
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びＧＮＤＨコンタクトパッドＨ１３０２ｄに隣接しており、しかもそれらコンタクトパッ
ドの間に挟まれているので、使用者の帯電した指がＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａに
接近して放電が生じた場合、その放電はＶＨコンタクトパッドＨ１３０２ｃ及びＧＮＤＨ
コンタクトパッドＨ１３０２ｄの方に起こり易い。このように、放電によるヘッド固有情
報の破壊や書き換えといった問題が発生し難い構造となっている。
【００８３】
　・記録ヘッドカートリッジＨ１０００の場合
　図１０は、記録ヘッドカートリッジＨ１０００における電気配線テープＨ１３００の外
部信号入力端子部を拡大した図である。図１０を参照すると、電気配線テープＨ１３００
には、２１個の外部信号入力端子Ｈ１３０２が設けられている。記録ヘッドカートリッジ
Ｈ１０００は、ブラックインク用であるため、前述のシアン、マゼンタ、イエロの３色イ
ンク用である記録ヘッドカートリッジＨ１００１に比べ、電力供給用や制御信号用の端子
が少なくなっている。但し、記録装置本体のキャリッジ１０２は、記録ヘッドカートリッ
ジＨ１０００を取り外した位置に記録ヘッドカートリッジＨ１００１と全く同じ形態のフ
ォト用記録ヘッドが装着可能とされているため、２１個の外部信号入力端子Ｈ１３０２の
位置は、記録ヘッドカートリッジＨ１００１における外部信号入力端子Ｈ１３０２が存在
する位置と対応するようになっている。
【００８４】
　電気配線テープＨ１３００に設けられた外部信号入力端子Ｈ１３０２のうち、ＩＤコン
タクトパッドＨ１３０２ａは６個で、その位置は外部信号入力端子Ｈ１３０２が設けられ
た部分のほぼ中央部である。これらＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａは、図５に示した
ヘッド基板Ｈ１１００のインク供給口Ｈ１１０２の両端に存在する電極パッドＨ１１０４
の一部にそれぞれ接続されている。
【００８５】
　ＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａの並びに沿って、その一方の側（図１０上で、図面
に向かって上側）に隣接して、４個のＶＨコンタクトパッドＨ１３０２ｃが配列されてい
る。これらＶＨコンタクトパッドＨ１３０２ｃは、図５に示したヘッド基板Ｈ１１００の
両端の電極パッドＨ１１０４の一部に接続されている。
【００８６】
　ＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａの並びに沿って、その他方の側（図１０上で、図面
に向かって下側）には、４個のＧＮＤＨコンタクトパッドＨ１３０２ｄが配列されている
。これらＧＮＤＨコンタクトパッドＨ１３０２ｄは、図５に示したヘッド基板Ｈ１１００
の両端の電極パッドＨ１１０４の一部に接続されている。
【００８７】
　ＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａ、ＶＨコンタクトパッドＨ１３０２ｃおよびＧＮＤ
ＨコンタクトパッドＨ１３０２ｄを除く残りの外部信号入力端子Ｈ１３０２は、トランジ
スタ電源供給用や制御信号等、その他の信号用に使用される。
【００８８】
　記録ヘッドカートリッジＨ１０００も、記録ヘッドカートリッジＨ１００１と同様、相
対的に静電気に弱いＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａは、外部信号入力端子Ｈ１３０２
のほぼ中央部に位置しているので、使用者が記録ヘッドカートリッジＨ１０００を手にし
た場合に、ＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａに触れ難い構成となっている。
【００８９】
　加えて、ＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａは、ＶＨコンタクトパッドＨ１３０２ｃ及
びＧＮＤＨコンタクトパッドＨ１３０２ｄに隣接しており、しかもそれらコンタクトパッ
ドの間に挟まれているので、使用者の帯電した指がＩＤコンタクトパッドＨ１３０２ａに
接近して放電が生じた場合に、その放電によるヘッド固有情報の破壊や書き換えといった
問題が発生し難い構造となっている。
【００９０】
　次に以上のような構成の記録装置、記録ヘッドに適用されるヘッド基板の構成について
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いくつかの実施例について説明する。
【実施例１】
【００９１】
　図１１は、実施例１に従うヘッド基板の要部の回路構成及びレイアウトを示した図であ
る。記録ヘッドＨ１１００はシリコン（Ｓｉ）で構成される基体に半導体素子と配線を半
導体プロセスで形成したヘッド基板Ｈ１１１０を有している。
【００９２】
　図１１に示すように、ヘッド基板Ｈ１１１０には、ヘッド固有の情報を格納するための
ヒューズＲＯＭと必要な周辺回路が形成されている。
【００９３】
　図１１において、シリコンの基体に開口した長穴形状のインク供給口Ｈ１１０２が設け
られている。長穴形状のインク供給口の形状としては、長方形や長円形状、楕円形等があ
るが、インクが供給可能であって基板の長手方向に延在した開口であればよい。
【００９４】
　このインク供給口の両側に記録素子を構成する抵抗体などの電気熱変換素子Ｈ１１０３
を配列している。図１１においてはインク供給口の両側に配された電気熱変換素子Ｈ１１
０３は互いに千鳥配置の位置に配置されているが、同じ位置であっても良く、また直線状
に配置されていなくても良い。
【００９５】
　また、各電気熱変換素子Ｈ１１０３を駆動するための駆動素子Ｈ１１１６がその電気熱
変換素子と比較してインク供給口よりも離れた位置に配列されている。駆動素子Ｈ１１１
６の配置領域よりも基板の端部（基板の長辺端部）側には電気熱変換体を選択的に駆動す
るための信号を供給する信号線が配置されている。
【００９６】
　Ｈ１１１７がヒューズＲＯＭである。この例では、ポリシリコン抵抗体よりなる４つの
ヒューズＨ１１１７が、インク供給口Ｈ１１０２の延長線上の空間に配置されている。イ
ンク供給口の延長線上のインク供給口の近傍は、インク供給口をよける必要があるため電
気熱変換体を駆動するための回路や配線を設けにくい領域であり、この領域を利用するこ
とで、省スペースを達成しつつ近接した位置に上述の回路や配線がない領域にヒューズを
配置することができる。
【００９７】
　なお、この実施例では、ヒューズとしてポリシリコン抵抗体のヒューズを取上げたが、
Ａｌなどの金属膜で構成されたヒューズや抵抗で構成されたヒューズでも良い。抵抗で構
成される場合にはインクを吐出するための電気熱変換素子と同じ材料にすることで、ヒュ
ーズと電気熱変換素子とを同じ成膜工程で製造することができるためさらに望ましい。
【００９８】
　また、各ヒューズＲＯＭＨ１１１７には、それぞれヒューズの溶融および情報の読み出
しを行うための駆動素子Ｈ１１１８が接続されている。これら駆動素子Ｈ１１１８は、イ
ンク供給口の延長線を挟んで両側に配置されており、電気熱変換素子Ｈ１１０３を駆動す
る別の駆動素子Ｈ１１１６に隣接して配置されている。
【００９９】
　この実施例では、インクに熱を与えるための電気熱変換素子Ｈ１１０３を駆動する駆動
素子Ｈ１１１６を選択するための信号を与える信号線を、ヒューズＲＯＭＨ１１１７を駆
動する駆動素子Ｈ１１１８を選択するための信号を与える信号線として利用している。こ
の実施例では電気熱変換素子を選択するためのブロックイネーブルの信号線を共用して、
切断もしくは情報の読出しの対象となるヒューズの選択を行っている。
【０１００】
　このように、ヘッド基板の長辺端部に沿って延在する信号線を共用するため、ヒューズ
を駆動するための駆動素子Ｈ１１１８も電気熱変換体を駆動するための駆動素子Ｈ１１１
６と同様な構成で形成すると共に同じ列に配置している。そして、インク供給口の延長線
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を挟んで両側に配置されている駆動素子Ｈ１１１８で駆動されるヒューズＲＯＭＨ１１１
７を駆動素子Ｈ１１１８の配列方向の延長線で挟まれた中間領域に配置している。このこ
とでヒューズＲＯＭを構成する各ヒューズ間で共通に接続されるＩＤ端子をヘッド基板の
短辺側から取り出す構成にすることができ、駆動素子、ヒューズＲＯＭ、ＩＤ配線などを
効率的に配置することができる。
【０１０１】
　この実施例では、各ヒューズを溶断したり各ヒューズから信号を読み出すために特定の
ヒューズを選択するための回路として、ヘッド基板外部より信号が入力される信号線（電
極パッドは不図示）から、シフトレジスタ（Ｓ／Ｒ）、ラッチ回路（ＬＴ）や、またデコ
ーダ（ＤＥＣＯＤＥＲ）を経て、駆動素子Ｈ１１１８に接続される信号線までの部分は、
駆動素子Ｈ１１１６を選択する回路と共通の回路構成としている。また、シフトレジスタ
などからの出力により駆動素子Ｈ１１１８を最終的に選択する選択回路（ＡＮＤ回路）Ｈ
１１１２は、駆動素子Ｈ１１１６用の選択回路（ＡＮＤ回路）と同様な構造である。
【０１０２】
　ＶＨ電源を供給するためのＶＨパッドＨ１１０４ｃは、ＶＨ配線Ｈ１１１４を介して電
気熱変換素子Ｈ１１０３に接続されている。ＧＮＤＨ電源を供給するためのＧＮＤＨパッ
ドＨ１１０４ｄは、ＧＮＤＨ配線Ｈ１１１３を介して、電気熱変換素子Ｈ１１０３に接続
された駆動素子Ｈ１１１６とヒューズＲＯＭＨ１１１７に接続された駆動素子Ｈ１１１８
に共通に接続されている。即ち、駆動素子Ｈ１１１６及び駆動素子Ｈ１１１８はＧＮＤＨ
配線Ｈ１１１３をも共用している。
【０１０３】
　このように、この実施例では、駆動素子Ｈ１１１６の選択信号を転送する信号線、時分
割選択信号（ＢＬＥ）を発生するデコーダ（ＤＥＣＯＤＥＲ）、その他の信号を含めたラ
ッチ回路（ＬＴ）、シフトレジスタ（Ｓ／Ｒ）、ヘッド基板外部からの信号入力パッド（
不図示）などを、電気熱変換素子Ｈ１１０３を駆動している駆動素子Ｈ１１１６を選択す
る回路と同じ回路をヒューズＲＯＭの選択のために用いる。このことで、新しく信号線や
配線領域、回路等を追加することなく、ヒューズＲＯＭＨ１１１７を駆動する駆動素子Ｈ
１１１８を選択することができるようにしている。
【０１０４】
　ＩＤパッドＨ１１０４ａは、ヒューズＲＯＭＨ１１１７の溶断時は、電圧を印加するヒ
ューズ切断電源端子として、ヒューズＲＯＭからの情報の読み出し時には、信号出力端子
として機能する。具体的には、ヒューズＲＯＭＨ１１１７の溶断時は、ＩＤパッドＨ１１
０４ａに溶断用の電圧（例えば、電気熱変換素子の駆動電圧の２４Ｖなどの相対的に高い
電圧）を印加して、選択回路によって選択された駆動素子Ｈ１１１８を駆動して対応する
ヒューズＨ１１１７を瞬間的に溶断する。このとき、ヒューズ読み出し用電源端子である
ＩＤ電源パッドＨ１１０４ｂは記録装置本体側で記録装置本体の内部回路に影響がない状
態になっている。一方、情報の読み出し時は、ＩＤ電源パッドＨ１１０４ｂに読出し電圧
（例えば、ロジック回路の電源電圧の３．３Ｖなど相対的に低い電圧）を印加することに
より、ヒューズＲＯＭＨ１１１７が溶断していればハイレベル（Ｈ）が、溶断していなけ
ればヒューズＲＯＭＨ１１１７の抵抗値より明らかに大きな読み出し抵抗Ｈ１１１１によ
りローレベル（Ｌ）が、ＩＤパッドＨ１１０４ａに出力される。
【０１０５】
　ヒューズの溶断時における端子部分の構成と、ヒューズから情報を読み出すときの端子
部分の構成とに関する特徴的な構成は次の３点である。
【０１０６】
　（１）ヒューズＲＯＭＨ１１１７を溶断するための端子としてＩＤパッドＨ１１０４ａ
を設けた点、
　（２）溶断の有無による情報を読み出すための電源端子としてＩＤ電源パッドＨ１１０
４ｂを設けた点、及び
　（３）ヒューズＲＯＭが切断されていない場合にローレベル（Ｌ）出力がでるようにヒ
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ューズ抵抗に対して十分大きい読み出し抵抗Ｈ１１１１をヒューズ読み出し電源端子Ｈ１
１０４ｂとヒューズＲＯＭＨ１１１７の間に接続した点である。
【０１０７】
　前述の説明から分かるように、ヒューズＲＯＭは、電気熱変換素子を駆動する電圧（例
えば、２４Ｖ）を印加して溶断できるように駆動素子Ｈ１１１６などを構成しているので
、記録装置側でも新たに電源を増やすことなく、従来の電源構成でヒューズＲＯＭを溶断
することができる。同様に、通常、ヘッド基板内で用いているロジック回路の電源電圧を
用いることで記録装置は新たに電源を増やすことなく、読み出し時にヘッド基板の素子に
損傷を与えないヒューズＲＯＭＨ１１１７を設計でき、記録装置側では既存の回路を用い
てヒューズＲＯＭＨ１１１７からの信号を受信することができる。
【０１０８】
　しかし、電気熱変換素子Ｈ１１０３を駆動する電圧（例えば、２４Ｖ）と同様のヒュー
ズを溶断するための溶断電圧よりロジック回路の電源電圧（例えば、３．３Ｖ）がかなり
低い為、ヒューズＲＯＭを選択する選択信号を入力するＡＮＤ回路Ｈ１１１２から直接駆
動素子Ｈ１１１８を駆動できない。
【０１０９】
　図１２は情報を記憶する１素子分（１ビット分）のヒューズＲＯＭを駆動する等価回路
を示した図である。
【０１１０】
　図１２に示されるように、この実施例では、各々の駆動素子に対応した選択信号の昇圧
回路Ｈ１１２１を備える。つまり、駆動素子Ｈ１１１６やＨ１１１８の選択信号を与える
ＡＮＤ回路Ｈ１１１２からの出力信号電圧（例えば３．３Ｖ）を昇圧回路Ｈ１１２１で中
間電圧（例えば、１６Ｖ）程度まで昇圧している。
【０１１１】
　これは、電気熱変換素子Ｈ１１０３を駆動する駆動素子Ｈ１１１６でも同様であり、同
じ構成の昇圧回路Ｈ１１２１を組み込む。この選択信号の昇圧回路Ｈ１１２１で用いる中
間電源電圧は、電気熱変換素子Ｈ１１０３の駆動電源電圧（例えば、２４Ｖ）からヘッド
基板内で生成されており、駆動素子Ｈ１１１６を選択する選択信号の昇圧回路Ｈ１１２１
も同じヘッド基板内の電源（不図示）を用いている。
【０１１２】
　さて、ヒューズＲＯＭＨ１１１７を確実に溶断するには、それぞれのヒューズＲＯＭＨ
１１１７にばらつき無く十分なエネルギーが加わるようにする必要がある。そのため、ヒ
ューズＲＯＭＨ１１１７以外の寄生抵抗を合わせて、小さくすることでヒューズＲＯＭＨ
１１１７に印加される電圧を十分に高くかつ等しくする必要がある。元来、ヘッド基板に
おいて、電気熱変換素子Ｈ１１０３の電源配線は、電気熱変換素子Ｈ１１０３に投入する
エネルギーをコントロールする為に、抵抗値を小さくし、ばらつきが少ないよう合わせ込
んでいる。
【０１１３】
　この実施例では、ＧＮＤ側の電源配線Ｈ１１１３は電気熱変換素子Ｈ１１０３に接続さ
れた駆動素子Ｈ１１１６とヒューズＲＯＭＨ１１１７に接続された駆動素子Ｈ１１１８で
共用し、ヒューズＲＯＭＨ１１１７に印加される電圧を十分に高く、かつ等しくするとと
もに、配線増加によってヘッド基板のサイズが大型化することのないようにしている。
【０１１４】
　また、ヒューズＲＯＭＨ１１１７の駆動素子Ｈ１１１８に接続されると反対側の電源配
線は、近くに配列した各ヒューズＲＯＭＨ１１１７間で共通とすればよい。これにより、
新たに抵抗値を合わせた複数の配線を引く必要なく、ヒューズＲＯＭＨ１１１７を安定的
に溶断できる。さらに、読み出し抵抗Ｈ１１１１は各ヒューズＲＯＭＨ１１１７で別途に
持つ必要は無く、配線Ｈ１１２２によって共通化している。
【０１１５】
　駆動素子Ｈ１１１８を選択する選択信号の昇圧回路Ｈ１１２１は、図１２に示されるよ
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うに、選択信号を入力するＡＮＤ回路Ｈ１１１２に接続され、時分割選択信号（ＢＬＥ）
を含む複数の信号より選択される。この選択信号を入力するＡＮＤ回路Ｈ１１１２も駆動
素子Ｈ１１１６で用いられるものと同じ構成のものとなっている。
【０１１６】
　図１３は図１１と同様の構成のヘッド基板Ｈ１１００の構成レイアウト図であるが、こ
の図は、４個のヒューズＲＯＭＨ１１１７の内、１つのヒューズＲＯＭＨ１１１７ａが溶
断されている様子を示したものである。
【０１１７】
　以上説明したように、ヒューズを溶断する場合にも電気熱変換素子を駆動するのと同様
の電圧を用いるので、ヒューズＲＯＭを駆動する駆動素子Ｈ１１１８にも電気熱変換素子
を駆動する駆動素子１１１６に求められる耐圧特性と同様の耐圧特性が必要となる。
【０１１８】
　従って、この実施例では、電気熱変換素子Ｈ１１０３を駆動する駆動素子Ｈ１１１６と
同じプロセスで駆動素子Ｈ１１１８を形成することにより、何ら特別な工程を加えること
なく、従来と同様の製造工程で必要な耐圧特性をもった駆動素子を形成している。
【０１１９】
　また、この実施例では、今まで述べたように、ヒューズＲＯＭ選択に関し、選択信号を
転送する信号線より前段の構成等を電気熱変換素子の駆動構成と共有している。また、ヒ
ューズＲＯＭＨ１１１７の駆動素子Ｈ１１１８から選択信号を入力するＡＮＤ回路Ｈ１１
１２までの構成も、電気熱変換体Ｈ１１０３を駆動するための回路と同様な構造としてい
る。
【０１２０】
　そのため、図１１及び図１３に示すように、ヒューズＲＯＭＨ１１１７を溶断、読み出
しをする為に駆動する駆動素子Ｈ１１１８を、駆動素子配列方向の最外端の駆動素子Ｈ１
１１６に隣接して配置することができる。
【０１２１】
　また、各ヒューズＲＯＭＨ１１１７のための回路に必要となる信号線や電源線（ＡＮＤ
回路の電源線や駆動素子の為の中間電圧を供給する配線）も、電気熱変換体Ｈ１１０３の
ための回路と同様に配置する構成となる。このような構成も、図１１及び図１３に示すよ
うに配置すれば、信号線や上記に述べた電源線を新たに追加する必要は無い。もちろん、
電気熱変換体Ｈ１１０３にかかわる信号線の配置にも影響を与えない。
【０１２２】
　また、ヘッド基板に開口しているインク供給口Ｈ１１０２を避けるための配線の無理な
引き回しが必要なく、また、余分な空間が生じることがない。従って、ヒューズＲＯＭＨ
１１１７を選択駆動する回路と電気熱変換体Ｈ１１０３を選択駆動する回路とを同様な構
造とすることは、ヘッド基板のサイズの大型化をおさえることに貢献する。さらに、イン
ク供給口Ｈ１１０２を挟んで両側に同様の構成を配置することで、ヘッド基板上のスペー
スを有効に活用できる。
【０１２３】
　なお、ヒューズＲＯＭＨ１１１７は溶断によって情報を記憶する為、その上下に論理回
路や配線を置くことは不可能である。また、駆動素子Ｈ１１１６及び駆動素子Ｈ１１１８
の並ぶ列の延長線上は電気熱変換素子Ｈ１１０３の電源配線がレイアウトされている。
【０１２４】
　この実施例の構成での画像形成の性能を維持するには、全ての電気熱変換素子Ｈ１１０
３に、等しいエネルギーが印加されるようにすることが非常に重要である。
【０１２５】
　そのため、電気熱変換素子Ｈ１１０３の電源配線は、各配線間での抵抗値をできるだけ
正確にあわせる必要がある。また、この電源配線は、抵抗値を下げて配線によるエネルギ
ー損失を抑えるため、基板上で大きな面積を必要とする。このため、電気熱変換素子Ｈ１
１０３の電源配線は、ヒューズＲＯＭＨ１１１７の配置にあわせて迂回することは困難で
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ある。
【０１２６】
　従って、図１１や図１３に示すように、駆動素子Ｈ１１１８を最外端の駆動素子Ｈ１１
１６に隣接して配置し、ヒューズＲＯＭＨ１１１７をインク供給口Ｈ１１０２の駆動素子
のない短辺側で、かつ、駆動素子Ｈ１１１６及び駆動素子Ｈ１１１８の並ぶ列より内側（
インク供給口Ｈ１１０２側）に配置することで、電気熱変換素子Ｈ１１０３の電源配線に
干渉することがないレイアウト構成を達成している。その結果、その外側の選択信号を転
送する信号線の配置に干渉することも無く、ヘッド基板上のスペースを有効に活用できる
。
【０１２７】
　また、この実施例では、ヒューズＲＯＭＨ１１１７はポリシリコン抵抗体で形成されて
おり、ヒューズＲＯＭＨ１１１７の上面は、吐出口を形成する有機材料の厚膜でおおわれ
て信頼性を上げている。また、ヒューズとインク供給口との間の厚膜の一部は除去されて
いるため供給口から厚膜とヘッド基板との間に浸透してヒューズに影響を与えることも防
止している。
【０１２８】
　ここで、実際にヒューズＲＯＭを選択的に溶断し（即ち、情報を書込み）、その情報を
読出す手順の詳細について図１４～図１５を参照して説明する。
【０１２９】
　図１４はヒューズＲＯＭへの情報入出力に関係する信号のタイムチャートである。
【０１３０】
　なお、図１４において、ＤＡＴＡ＿１はモノクロ記録用のブラックインクを吐出する記
録ヘッドＨ１０００に入力されるシリアル信号を示し、ＤＡＴＡ＿２はカラー記録用の３
色のカラーインクを吐出する記録ヘッドＨ１００１に入力されるシリアル信号を示してい
る。インク吐出を行う吐出口の数は、これら記録ヘッドによって互いに異なるので、記録
動作１サイクル当たり記録ヘッドに対して転送されるデータ量は異なるが、記録装置では
これらの記録ヘッドに対する制御を共通とするためにデータ信号（ＤＡＴＡ）の後のブロ
ック選択信号（ＢＥ０～３）が入力されるタイミングをこれら２つの記録ヘッドで合わせ
るようにしている。
【０１３１】
　図１５はヒューズＲＯＭへの情報入出力処理を示すフローチャートである。なお、この
処理は記録装置の制御回路が独自に或いは記録装置に接続されたホストコンピュータと連
携して実行する。
【０１３２】
　まず、ステップＳ１０ではヘッド基板の駆動がヒューズＲＯＭを選択する動作であるか
どうかを調べる。ここで、ヒューズＲＯＭを選択する動作ではないと判断された場合には
、処理はステップＳ２０に進み、図１４に示されるようにデータ信号（ＤＡＴＡ）やブロ
ック選択信号（ＢＥ０～３）などと共に記録ヘッドにシリアル送信されるヒューズイネー
ブル選択信号（ＦＥＳ）に“ＯＦＦ”をセット、ステップＳ３０に進む。ステップＳ３０
では記録ヘッドを駆動して通常の記録動作を実行する。
【０１３３】
　なお、電気熱変換素子列の端部に配されており記録時には駆動しない電気熱変換素子に
ヒューズイネーブル選択信号（ＦＥＳ）が共用されている。記録時には駆動しない電気熱
変換素子とヒューズとの選択駆動はデコーダから出力される選択信号によって選択されて
いる。
【０１３４】
　これに対して、ヒューズＲＯＭを選択する動作であると判断された場合には、処理はス
テップＳ４０に進み、ヒューズイネーブル選択信号（ＦＥＳ）を“ＯＮ”にセットし、さ
らにステップＳ５０ではヒューズＲＯＭの選択による動作がデータ書込み動作であるか、
或いはデータ読出し動作であるかを調べる。ここで、今回の動作がデータ書込み動作であ
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ると判断された場合には、処理はステップＳ６０に進む。
【０１３５】
　ステップＳ６０では、データ書込み動作（即ち、ヒューズＲＯＭの溶断）に先立って、
ヒューズ切断電源端子として機能するＩＤパッドＨ１１０４ａに電気熱変換素子Ｈ１１０
３の電源電圧（ＶH）、例えば、２４Ｖを印加し、また溶断するヒューズＨ１１１７に対
応したＧＮＤ側のＧＮＤＨパッドＨ１１０４ｄを０Ｖとする。なお、そのときヒューズ読
み出し電源端子Ｈ１１０４ｂにも電気熱変換素子Ｈ１１０３の電源電圧（ＶH）が印加さ
れるため記録装置側で対応が必要である。
【０１３６】
　次に処理はステップＳ７０においてデータ書込みシーケンスを実行する。ここでは、図
１４に示すように、電気熱変換素子Ｈ１１０３の駆動素子Ｈ１１１６を選択する場合と同
様に、入力パッドＨ１１０４ｆから入力されるクロック信号（ＣＬＫ）に同期してデータ
信号（ＤＡＴＡ）、ブロック選択信号（ＢＥ０～ＢＥ３）などをシフトレジスタ（Ｓ／Ｒ
）にシリアル入力する。データ信号（ＤＡＴＡ）を入力後、入力パッドＨ１１０４ｈより
ラッチ信号（ＬＡＴＣＨ）を入力してデータ信号をラッチ回路（ＬＴ）にラッチし、入力
したシリアル信号をパラレル信号に変換する。なお、ヒューズＲＯＭを選択駆動する場合
のデータ信号には実際の記録とは関係のないダミーデータがセットされている。
【０１３７】
　これらの信号は図１１と図１３に示す構成から明らかなように、ラッチ回路（ＬＴ）か
ら直接ＡＮＤ回路Ｈ１１１２に入り、一部はデコーダ（ＤＥＣＯＤＥＲ）を経て時分割選
択信号（ＢＬＥ）としてＡＮＤ回路Ｈ１１１２に入る。その後、さらに、入力パッドＨ１
１０４ｅからイネーブル信号（ＥＮＢ）を入力することで、ヒューズＲＯＭ用の駆動素子
Ｈ１１１８が駆動され、選択されたヒューズＲＯＭＨ１１１７が溶断され、例えば、図１
３に示すヒューズＲＯＭＨ１１１７ａの状態となる。
【０１３８】
　その後、処理は終了する。
【０１３９】
　これに対して、ステップＳ５０において、今回の動作がデータ読出し動作であると判断
された場合には、処理はステップＳ８０に進む。
【０１４０】
　ステップＳ８０では、データ読出し動作に先立って、ヒューズ読み出し電源端子Ｈ１１
０４ｂにロジック回路の電源電圧（ＶDD）、例えば、３．３Ｖを印加するとともに、読出
すヒューズＲＯＭＨ１１１７に対応したＧＮＤ側のＧＮＤＨパッドＨ１１０４ｄを０Ｖと
する。
【０１４１】
　次に処理はステップＳ９０においてデータ読出しシーケンスを実行する。
【０１４２】
　ヒューズＨ１１１７が溶断されていない場合、溶断時と同じように信号を入力すると、
駆動信号が入っている間、読み出し抵抗Ｈ１１１１を介してヒューズＨ１１１７に電流が
ながれる。このとき、読み出し抵抗Ｈ１１１１はヒューズＲＯＭＨ１１１７に対し十分に
抵抗値が大きい為、ＩＤパッドＨ１１０４ａの電圧は抵抗による分圧によりほぼ０Ｖに近
い値となり、ローレベル信号（Ｌ）が記録装置に出力される。これに対して、ヒューズＲ
ＯＭＨ１１１７が溶断され、ヒューズＨ１１１７ａのような状態になっていると、ヒュー
ズＲＯＭＨ１１１７ａは電流が流れない為、ＩＤパッドＨ１１０４ａの電圧は電源電圧、
例えば、３．３Ｖ、に近い値となり、ハイレベル信号（Ｈ）が記録装置に出力される。そ
の後、処理は終了する。
【０１４３】
　以上のような処理により、ヒューズＲＯＭに印加する電圧を情報の書込み時と読出し時
とで変化させることで、ヘッド情報がヒューズＲＯＭに記憶され、またそのヒューズＲＯ
Ｍから読み出される。



(20) JP 4137088 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

【０１４４】
　この構成は、ヘッド基板Ｈ１１０１も基本的に同様である。
【０１４５】
　従って以上説明した実施例に従えば、ロジック回路の構成をヒューズＲＯＭへの情報の
書込みと読出しのために一部共用し、さらにロジック回路の間の空間を用いてヒューズＲ
ＯＭを配置したので、ヘッド基板サイズを大きくすることなく、記憶素子としてのヒュー
ズＲＯＭを備えたヘッド基板を提供することができ、また、ヒューズＲＯＭに印加する電
圧を切り換えて情報の入出力を行うことができる。
【０１４６】
　加えて、この実施例によれば、次のような利点もある。
【０１４７】
　元々電気熱変換素子Ｈ１１０３は過剰なエネルギー印加に対して非常に弱く、記録装置
側からのブロック選択信号（Ｂ０～Ｂ３）や駆動素子Ｈ１１１６のオン時間を決定する信
号であるイネーブル信号（ＥＮＢ）の送信には細心の注意が払われてきて製品化がなされ
てきており、その信号系は非常に安全性や信頼性に優れている。
【０１４８】
　従って、上記構成のようにヒューズＲＯＭを配置し、電気熱変換素子を駆動するための
ロジック回路の一部を、過剰なエネルギーを誤って印加してしまうと情報の書込み誤りが
発生するだけではなく、一旦書込んだ情報を消去することはできないヒューズＲＯＭへの
情報の書込みと読出しのために共用することは、電気熱変換素子を駆動するのと同様に安
全性と信頼性を確保するのに優れている。
【０１４９】
　＜変形例１＞
　選択信号を転送する信号線より前段の構成等を電気熱変換素子の駆動素子と共有してい
るため、ヒューズＲＯＭを駆動する駆動素子やその駆動素子を選択するＡＮＤ回路の配置
には、いくつかの変形例が考えられる。
【０１５０】
　図１６～図１７は夫々、ヒューズＲＯＭを駆動する駆動素子とその駆動素子を選択する
ＡＮＤ回路のレイアウト構成の変形例を示す図である。
【０１５１】
　図１６に示すように、インク供給口Ｈ１１０２の両側に列状に並んだ駆動素子Ｈ１１１
６の両側に駆動素子Ｈ１１１８を隣接して配置しても良いし、或いは図１７に示すように
、インク供給口Ｈ１１０２の両側に列状に並んだ駆動素子Ｈ１１１６の片側だけに駆動素
子Ｈ１１１８を隣接して配置しても良い。
【０１５２】
　図１６と図１７のいずれにしても、効率的なレイアウトが可能である。
【０１５３】
　＜変形例２＞
　ここではヒューズＲＯＭの配置に関する変形例を説明する。
【０１５４】
　図１１や図１３に示したレイアウト構成によれば、ヒューズＲＯＭＨ１１１７を駆動す
るための駆動素子Ｈ１１１８は本来は電気熱変換素子Ｈ１１０３を駆動するためのものな
ので、駆動素子Ｈ１１１８に隣接する本来電気熱変換素子が形成される空間は配線だけの
空間となっている。従って、ヘッド基板の空間の効率的利用という観点からすれば、その
配線だけの空間にヒューズＲＯＭを形成しても良い。
【０１５５】
　図１８は変形例２に従うヘッド基板のレイアウト構成を示す図である。
【０１５６】
　図１８に示すように、ヒューズＲＯＭＨ１１１７は、電気熱変換素子Ｈ１１０３と同じ
ようにインク供給口Ｈ１１０２と駆動素子Ｈ１１１８との間に配置されても良い。この場
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合、一般的にヒューズＲＯＭＨ１１１７と電気熱変換素子Ｈ１１０３との間隔は、隣接す
る電気熱変換素子Ｈ１１０３の間隔以上であることが信頼性を考えると好ましい。
【０１５７】
　なお以上説明した変形例は回路的には先に説明したものと同様である。
【実施例２】
【０１５８】
　ここでは、より信頼性と安全性の高いヒューズＲＯＭに対する情報の入出力を行う構成
について説明する。
【０１５９】
　図１９は実施例２に従うヘッド基板Ｈ１１１０の主要部の回路構成および回路レイアウ
ト構成を示す図である。この実施例に従うヘッド基板Ｈ１１１０も、ヒューズＲＯＭＨ１
１１７にヘッド固有の情報を書込み／読出しできるように構成されている。
【０１６０】
　なお、図１９において、Ｈ１１０４ｅはイネーブル信号（ＥＮＢ）入力パッド、Ｈ１１
０４ｆはクロック信号（ＣＬＫ）入力パッド、Ｈ１１０４ｇはデータ信号（ＤＡＴＡ）／
ブロック選択信号（Ｂ０～Ｂ３）入力パッド、Ｈ１１０４ｈはラッチ信号（ＬＡＴＣＨ）
入力パッドである。従って、この構成によれば、ヒューズＲＯＭに対する情報入出力もイ
ネーブル信号（ＥＮＢ）によって制御される。
【０１６１】
　また、実施例１の変形例２のように、複数の電気熱変換素子Ｈ１１０３の一部を、電気
熱変換素子を形成する抵抗素子と同一膜、あるいは前記ロジック回路のゲート配線に用い
られるＰＯＬＹ配線等を活用して従来の工程を増やさずに形成した、ヒューズＲＯＭＨ１
１１７に置き換えた構成を採用している。
【０１６２】
　従来より電気熱変換素子Ｈ１１０３、駆動素子Ｈ１１１６、選択回路（ＡＮＤ回路）Ｈ
１１１２は、例えば、解像度６００ｄｐｉなど非常に高密度で配置されていることから、
その電気熱変換素子の一部分をヒューズＲＯＭに置き換えて配置する構成によって、少な
い情報量（例えば、数ビット～数１０ビット程度）であればほとんどチップサイズの増加
無くヒューズＲＯＭＨ１１１７、ヒューズＲＯＭのための駆動素子Ｈ１１１６や選択回路
（ＡＮＤ回路）Ｈ１１１２ｂを配置できる。
【０１６３】
　また、ヒューズＲＯＭの選択には従来の電気熱変換素子を選択するのと同様に、この実
施例でも、従来から配置されているシフトレジスタ、ラッチ、デコーダ等のロジック回路
を兼用するため、選択動作のための素子の増加は全く無い。実施例１で説明したように、
新らたに設けた３点についても電極パッド２箇所と抵抗素子一箇所のみであり、チップサ
イズの増加はほとんど無いことがわかる。
【０１６４】
　＜変形例１＞
　前述した実施例２では、ヒューズＲＯＭの駆動に通常の記録動作を行うためのロジック
回路や配線を共用している。しかしながら、ヒューズＲＯＭの特性上、書込み、或いは読
出しのために用いる駆動素子をオンする時間が電気熱変換素子を駆動時間（数１００ｎｓ
～２μｓ）よりも長い場合、例えば、図１９に示した構成では入力パッドＨ１１０４ｅか
ら入力するイネーブル信号（ＥＮＢ）のパルス幅を新規に長く設定することが必要となる
。
【０１６５】
　一方、既に説明したように安全性と信頼性の面から従来の記録装置では、電気熱変換素
子に過剰なエネルギーを印加しないようにイネーブル信号（ＥＮＢ）は必要以上に長いパ
ルス幅とならないようにしている。従って、ヒューズＲＯＭの駆動条件に合わせてイネー
ブル信号（ＥＮＢ）のパルス幅を長くして使用するようにした場合には、誤ってその長い
パルス幅のイネーブル信号（ＥＮＢ）が電気熱変換素子に印加されてしまうと、電気熱変
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換素子に甚大なダメージを与えることもあり得る。
【０１６６】
　記録装置側でヒューズＲＯＭを駆動するための信号を制御しているならば、そして、ロ
ジック回路の信号スイッチング速度が高速でＡＮＤ回路へラッチ回路からの出力信号のオ
ンオフが確定していれば、図１９に示す構成であっても、電気熱変換素子は安全に保護さ
れるが、より信頼性と安全性を高め、このような場合に確実に対処するためには、ヒュー
ズＲＯＭを駆動する場合には、イネーブル信号（ＥＮＢ）のオン／オフには関係無く、ラ
ッチ信号（ＬＡＴＣＨ）によってデータ信号（ＤＡＴＡ）やブロック選択信号（Ｂ０～Ｂ
３）が確定した段階でヒューズＲＯＭの駆動素子がオンする構成にすると良い。
【０１６７】
　図２０は実施例２の変形例１に従うヘッド基板Ｈ１１１０の要部の回路構成及びレイア
ウトを示す図である。なお、図２０において、図１１、図１３、図１８、図１９で説明し
たのと同じ構成要素には同じ参照番号や参照記号を記し、その説明は繰り返さない。
【０１６８】
　図２０によれば、図示された４つのヒューズＲＯＭＨ１１１７を駆動する駆動素子Ｈ１
１１８を選択するために用いられるＡＮＤ回路Ｈ１１１２ｂには、電気熱変換素子Ｈ１１
０３を駆動する駆動素子Ｈ１１１８を選択するために用いられるＡＮＤ回路Ｈ１１１２ａ
と異なって、破線で囲まれた領域Ｈ１１１９が示すように、イネーブル信号（ＥＮＢ）が
入力されない構成となっている。このような回路構成によると、ＡＮＤ回路Ｈ１１１２ｂ
の出力はラッチ信号（ＬＡＴＣＨ）の入力タイミングによって、ラッチ回路（ＬＴ）やデ
コーダ（ＤＥＣＯＤＥＲ）からの出力信号によりオンとなる。言い換えると、ヒューズの
駆動には電気熱変換素子の発熱を制御するイネーブル信号のオン／オフに依存しない構成
となっている。
【０１６９】
　またさらに、この例では、ヒューズの駆動を選択するシフトレジスタからの信号（前述
したヒューズイネーブル選択信号）は、ヒューズや記録に用いない電気熱変換素子以外、
つまり記録に用いる電気熱変換素子を選択するＡＮＤ回路には論理が反転入力されている
。このことで、ヒューズや記録に用いない電気熱変換素子をヒューズイネーブル信号で選
択したときには、記録に用いる電気熱変換素子は選択されないよう排他的な回路構成にな
っており、より安全性を高めている。
【０１７０】
　そして、この例のような構成でも、基本的には素子の増加はないので、回路設計上やヘ
ッド基板のサイズの増大に対して特に影響は生じない。
【０１７１】
　従って、図２０に示す構成を用いると、特に、ヒューズＲＯＭからのデータ読取におい
て、記録装置側が情報を受信するためにアクセス時間が２μｓ以下では処理が間に合わな
い場合や、配線の容量成分によりヒューズＲＯＭからの出力信号自体が遅延する場合など
にはより確実に情報を読み取ることができる。
【０１７２】
　＜変形例２＞
　また、上述した変形例１に示した構成で、ラッチ回路からの出力信号を入力してデコー
ダ（ＤＥＣＯＤＥＲ）により時分割選択信号（ＢＬＥ）を決定する場合、デコーダ（ＤＥ
ＣＯＤＥＲ）で信号遅延が発生すると選択すべきヒューズＲＯＭと異なるヒューズＲＯＭ
を瞬間的に選択することがあり得る。このような事態の発生を防止し、より高い信頼性を
もって確実に所望のヒューズＲＯＭを選択するために、図２１に示す変形例のような構成
を採用すると良い。
【０１７３】
　図２１は実施例２の変形例２に従うヘッド基板Ｈ１１００の構成を示すレイアウト図で
ある。もちろん、ヒューズの配置は図１８～図２０に示した配置と同じでもかまわない。
なお、図２１において、図１１、図１３、及び図１８～図２０で説明したのと同じ構成要
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素には同じ参照番号や参照記号を記し、その説明は繰り返さない。
【０１７４】
　図２１に示す構成によれば、破線で囲まれた領域Ｈ１１２０で示されているように、ヒ
ューズＲＯＭＨ１１１７を駆動する駆動素子Ｈ１１１８を制御するＡＮＤ回路Ｈ１１１２
ｂにラッチ信号（ＬＡＴＣＨ）を入力する。この構成をとれば、データの取り込みが行わ
れている間（ラッチ信号はローレベル“Ｌ（オフ）”）、ヒューズＲＯＭが駆動されるこ
とはない。
【０１７５】
　図２２は実施例１の変形例２に従うヘッド基板を用いたヒューズＲＯＭ駆動に係る信号
のタイムチャートである。
【０１７６】
　図２２に示されているように、ラッチ信号の間隔は電気熱変換素子に電流を流すイネー
ブル信号（ＥＮＢ）より必ず長く、別個に設定することができる。このため、電気熱変換
素子に過剰なエネルギーを与える長さのイネーブル信号（ＥＮＢ）を持たなくとも、ヒュ
ーズＲＯＭの読み出しに十分な時間（Ｌ）をとることができる。
【０１７７】
　これは変形例１でも同様である。ただし、変形例１では、図２２と異なりラッチ信号（
ＬＡＴＣＨ）がローレベルになっている間（ＴLT）も、ヒューズＲＯＭには電流が流れる
為、デコーダ（ＤＥＣＯＤＥＲ）などで信号の確定が遅れると他のヒューズＲＯＭや、電
気熱変換素子に瞬間的に電流がながれる。
【０１７８】
　これに対して、図２２に示した変形例２では、ラッチ信号（ＬＡＴＣＨ）がラッチ回路
（ＬＴ）へのデータ入力のためにローレベルになっている間（ＴLT）は、ヒューズ電流（
ＩFUSE）が流れないように制御される。従って、ラッチ信号（ＬＡＴＣＨ）がローレベル
になっている間（ＴLT）を十分な長さに設定すれば、デコーダ（ＤＥＣＯＤＥＲ）での信
号遅延が発生している間は、ヒューズ電流（ＩFUSE）は流れず、選択すべきヒューズＲＯ
Ｍと異なるヒューズＲＯＭに電流が瞬間的に流れることを防止できる。
【０１７９】
　さらに、以上の実施例において、記録ヘッドから吐出される液滴はインクであるとして
説明し、さらにインクタンクに収容される液体はインクであるとして説明したが、その収
容物はインクに限定されるものではない。例えば、記録画像の定着性や耐水性を高めたり
、その画像品質を高めたりするために記録媒体に対して吐出される処理液のようなものが
インクタンクに収容されていても良い。
【０１８０】
　以上の実施例は、特にインクジェット記録方式の中でも、インク吐出を行わせるために
利用されるエネルギーとして熱エネルギーを発生する手段（例えば電気熱変換体等）を備
え、前記熱エネルギーによりインクの状態変化を生起させる方式を用いることにより記録
の高密度化、高精細化が達成できる。
【０１８１】
　加えて、以上の実施例のようなシリアル走査タイプのものでも、装置本体に固定された
記録ヘッド、あるいは装置本体に装着されることで装置本体との電気的な接続や装置本体
からのインクの供給が可能になる交換自在のカートリッジタイプの記録ヘッドを用いた場
合にも本発明は有効である。
【０１８２】
　さらに加えて、本発明のインクジェット記録装置の形態としては、コンピュータ等の情
報処理機器の画像出力装置として用いられるものの他、リーダ等と組合せた複写装置、さ
らには送受信機能を有するファクシミリ装置の形態を採るもの等であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１８３】
【図１】本発明のインクジェット記録ヘッドを搭載可能な記録装置の一例を示す説明図で
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ある。
【図２】記録装置の制御回路の構成を示すブロック図である。
【図３】記録ヘッドカートリッジＨ１０００の構造を示す斜視図である。
【図４】記録ヘッドカートリッジＨ１０００の分解斜視図である。
【図５】記録ヘッドＨ１１００の構成を説明するための部分破断斜視図である。
【図６】記録ヘッドカートリッジＨ１００１の構造を示す斜視図である。
【図７】記録ヘッドカートリッジＨ１００１の分解斜視図である。
【図８】記録ヘッドＨ１１０１の構成を説明するための部分破断斜視図である。
【図９】記録ヘッドカートリッジＨ１００１の電気配線テープＨ１３０１の外部信号入力
端子部を拡大した図である。
【図１０】記録ヘッドカートリッジＨ１０００の電気配線テープＨ１３００の外部信号入
力端子部を拡大した図である。
【図１１】実施例１に従うヘッド基板の要部の回路構成及びレイアウトを示す図である。
【図１２】情報を記憶する１素子分のヒューズＲＯＭを駆動する等価回路を示した図であ
る。
【図１３】図１１と同様の回路構成のヘッド基板Ｈ１１１０の構成レイアウト図であるが
、特に、４個のヒューズＲＯＭＨ１１１７の内、１つのヒューズＲＯＭＨ１１１７ａが溶
断されている様子を示した図である。
【図１４】ヒューズＲＯＭへの情報入出力に関係する信号のタイムチャートである。
【図１５】ヒューズＲＯＭへの情報入出力処理を示すフローチャートである。
【図１６】、
【図１７】ヒューズＲＯＭを駆動する駆動素子とその駆動素子を選択するＡＮＤ回路のレ
イアウト構成の変形例を示す図である。
【図１８】実施例１の変形例２に従うヘッド基板の要部の回路構成及びレイアウトを示す
図である。
【図１９】実施例２に従うヘッド基板の構成を示すレイアウト図である。
【図２０】実施例２の変形例１に従うヘッド基板の要部の回路構成及びレイアウトを示す
図である。
【図２１】実施例２の変形例２に従うヘッド基板の要部の回路構成及びレイアウトを示す
図である。
【図２２】実施例２の変形例１と２に従うヘッド基板を用いたヒューズＲＯＭ駆動に係る
信号のタイムチャートである。
【図２３】ヘッド基板内部の回路レイアウト図である。
【符号の説明】
【０１８４】
Ｈ１０００、Ｈ１００１　記録ヘッドカートリッジ
Ｈ１１００、Ｈ１１０１　記録ヘッド
Ｈ１１０２　インク供給口
Ｈ１１０３　電気熱変換素子
Ｈ１１０４　電極部
Ｈ１１０５　バンプ
Ｈ１１０６　インク流路壁
Ｈ１１０７　吐出口
Ｈ１１０８　吐出口群
Ｈ１１１０　ヘッド基板
Ｈ１１１１　読みだし用抵抗
Ｈ１１１６　駆動素子
Ｈ１１１７　ヒューズ
Ｈ１２００、Ｈ１２０１　インク供給口
Ｈ１３００、Ｈ１３０１　電気配線テープ
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Ｈ１３０２　外部信号入力端子
Ｈ１３０３　開口部
Ｈ１３０４　電極端子
Ｈ１５００、Ｈ１５０１　インク供給保持部材
Ｈ１５６０　装着ガイド
Ｈ１５７０、Ｈ１５８０、Ｈ１５９０　突き当て部
Ｈ１６００、Ｈ１６０１、Ｈ１６０２、Ｈ１６０３　インク吸収体
Ｈ１７００、Ｈ１７０１、Ｈ１７０２、Ｈ１７０３　フィルタ
Ｈ１８００、Ｈ１８０１　シール部材
Ｈ１９００　蓋部材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(28) JP 4137088 B2 2008.8.20

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(29) JP 4137088 B2 2008.8.20
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】



(31) JP 4137088 B2 2008.8.20

【図２３】



(32) JP 4137088 B2 2008.8.20

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  初井　琢也
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  今仲　良行
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  尾崎　照夫
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  東家　良行
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

    審査官  塚本　丈二

(56)参考文献  特開２０００－１９８２０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平６－９５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平６－９１８７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１３８４８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平５－５０１６８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６２－２８８０６５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ　　　２／０５　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　　２／０１
              Ｂ４１Ｊ　　　２／３４５
              Ｂ４１Ｊ　　　２／４４
              Ｂ４１Ｊ　　　２／４５
              Ｂ４１Ｊ　　　２／４５５


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

